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「男女共同参画社会」の言葉の認知度は７９．６％ 

 男女共同参画社会に関連する事柄等の認知度については、「育児休業制度・介護休業制度」が 93.7％、

次いで「男女雇用機会均等法」が 89.2％、「ジェンダー」が 85.5％「男女共同参画社会」が 79.6％と

なっています。 

●男女共同参画社会に関連する事柄等の認知度 
（n=1,234） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

男性の育児・介護休業取得に賛成が８割超 

 男性が「育児休業制度・介護休業制度」を利用することについては、ともに「取ることは賛成だが、

現実には取りづらい」が５割を超え、「積極的に取るべきである」が３割を超える結果となりました。 

 
●男性が「育児休業制度・介護休業制度」を利用すること 
 
 

 

 

 

「令和６年度 男女共同参画社会に向けての県民意識調査」の結果概要 

〇調査対象者 長崎県内に居住する満 18歳以上の県民 3,000人 

〇調 査 時 期 令和６年７月～８月 

〇調 査 方 法 郵送による発送・回答はインターネットか郵送のいずれか 

〇回 収 状 況 1,234人（41.1%） 男性 496名、女性 724名、未回答 14名 
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ワーク・ライフ・バランスの最も望ましい形は「家庭生活や地域活動と仕事を両立」 

 ワーク・ライフ・バランスの望ましい形については、男女ともに「家庭生活や地域活動と仕事を両

立」が最も高く、女性が男性を上回っています。 

●ワーク・ライフ・バランスの望ましい形と現在の状況 

 

 

 

 

 

 

女性の再就職に必要なことは「労働時間の短縮やフレックスタイム制（自由勤務時間制）の導入」 

 女性が再就職するために必要なことについては、「労働時間の短縮やフレックスタイム制（自由勤

務時間制）の導入」が 56.8％と最も高く、次いで「結婚・出産などによる退職者の再雇用制度の普及・

促進」が 49.7％、「女性が働くことに対する、家族や職場などの理解・協力を深める」が 45.6％とな

っています。 

●女性が再就職するために必要なこと（複数回答） 
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女性参画のためには「家庭、職場、地域における性別による役割分担や性差別の意識を改める」ことが必要 

 政策決定の場へ女性が参画していくために必要なことについては、「家庭、職場、地域における性別

による役割分担や性差別の意識を改める」が 45.8％と最も高く、次いで「男性優位の組織運営を改め

る」が 41.7％、「女性自身が参画する意識を高める」が 38.4％となっています。 

●政策決定の場へ女性が参画していくために必要なこと（複数回答） 

 

行政に望む施策は「法律や制度面の見直し」 

 行政が力を入れるべき施策については、「法律や制度面の見直し」が 28.7％と最も高く、次いで「国・

地方公共団体の審議会委員や議員など、政策決定の場に女性を積極的に登用」が 26.2％、「子育てや

介護の施設やサービスの充実」が 24.7％、「長時間労働の見直しや在宅勤務の普及など働き方の見直

し」が 24.4％となっています。 

●今後行政が力を入れていくべき施策（複数回答） 
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２２３ 男女共同参画に関する世界、国及び長崎県の動き 
 
 

年 世界の動き 国の動き 長崎県の動き 

1945 

（昭和20） 

・国際連合発足 
・「国際連合憲章」採択 

・「改正選挙法」公布（婦人参政権）  

1946 

（昭和21） 
２・国連婦人の地位委員会発足 

・第22回総選挙で初の婦人参政権 

行使 
・「日本国憲法」公布(男女平等の 

明文化) 

 

1948 

（昭和23） 
・「世界人権宣言」採択   

1967 

（昭和42） 

・「婦人に対する差別撤廃宣言」 

採択   

1975 

（昭和50） 

・国際婦人年 
・国際婦人年世界会議(メキシコ 

シティ) 
‐「世界行動計画」採択 
1976～1985年を 

「国連婦人の十年」と決定 

（目標：平等、発展、平和） 

・婦人問題企画推進本部設置 
・婦人問題担当室設置  

1976 

（昭和51） 
 

・国立婦人教育会館開館 
・「民法」改正（離婚復氏制度） 

・婦人問題窓口（労政課）設置 

1977 

（昭和52） 
 ・国内行動計画策定  

1978 

（昭和53） 
  

・長崎県婦人問題懇話会設置 
・長崎県婦人関係行政推進会議設置 

1979 

（昭和54） 

・国連第34回総会「女子差別撤 

廃条約」採択   

1980 

（昭和55） 

・「国連婦人の十年」中間年世 

界会議（コペンハーゲン） 
‐「国連婦人の十年後半期 
行動プログラム」採択 

・「女子差別撤廃条約」署名 
・「民法・家事審判法」改正（配偶 

者の相続分引き上げ） 

・「いきがいを育てる長崎県の婦人 

対策」策定 
・婦人問題担当企画主幹設置 
・第１回市町村担当課長会議開催 

1981 

（昭和56） 

 

・ILO第156号条約（家族的責任 

条約）採択 

 

・国内行動計画後期重点目標策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画に関する世界、国及び長崎県の動き ２ 
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年 世界の動き 国の動き 長崎県の動き 

1983 

（昭和58） 
  ・長崎県婦人問題調査実施 

1984 

（昭和59） 
 

・「国籍法・戸籍法」改正（国籍の 

父母両系主義へ）  

1985 

（昭和60） 

・「国連婦人の十年」世界会議（ナ

イロビ） 
‐「婦人の地位向上のための 

ナイロビ将来戦略」採択 

・「男女雇用機会均等法」公布 

（1986年施行） 
・「女子差別撤廃条約」批准 
・「国民年金法」改正（女性の年金 

権確立）（1986年施行） 

・ラジオミニ講座「女あれこれ」 

放送開始 
・情報紙「女性ながさき」創刊 

1986 

（昭和61） 
 ・婦人問題企画推進有識者会議開催 ・企画部婦人対策室設置 

1987 

（昭和62） 
 

・西暦2000年に向けての新国内行動 

計画策定 
 

1990 

（平成２） 

・国連経済社会理事会「婦人の 

地位向上のためのナイロビ将 

来戦略に関する第１回見直し 

と評価に伴う勧告及び結論」 

採択 

 
・2001ながさき女性プラン策定 
・婦人対策室を女性行政推進室に 

改称 

1991 

（平成３） 
 

・西暦2000年に向けての新国内行動 

計画（第一次改定）策定 
・「育児休業法」公布（1992年施行） 

 

1992 

（平成４） 
 ・婦人問題担当大臣任命 

・審議会等の委員への女性の登用促

進要綱制定 

1993 

（平成５） 

・国連世界人権会議「ウィーン宣

言」採択 
・国連第48回総会「女性に対す 

る暴力の撤廃に関する宣言」 

採択 

・「パートタイム労働法」公布・ 

施行 
・育児休業生活資金創設 

1994 

（平成６） 

・国際人口・開発会議「カイロ 

宣言及び行動計画」採択 

・男女共同参画室設置 
・男女共同参画審議会設置（政令） 
・婦人問題企画推進本部を男女共同 

参画推進本部に改称 

・「2001ながさき女性プラン（第一 

次改定）」策定 
・企画部参事監（女性行政担当） 

新設 
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年 世界の動き 国の動き 長崎県の動き 

1995 

（平成７） 

・第４回世界女性会議「北京宣言

及び行動綱領」採択 

・「育児休業法」改正（介護休業制 

度の法制化） 
・ILO156号条約（家族的責任条 

約）批准 

・企画部参事監（女性行政担当）を 

生活環境部参事監（女性行政担 

当）に改組 
・企画部女性行政推進室を生活環境 

部女性行政推進室に改組 

1996 

（平成８） 
 

・「男女共同参画2000年プラン」 

策定 
・「優生保護法」を改正し、「母体 

保護法」公布・施行 

・「ながさきキラキラ・ライフプ 

ラン～2001長崎県農山漁村女性 

ビジョン～」策定 

1997 

（平成９） 
 

・男女共同参画審議会設置（法律） 
・「男女雇用機会均等法」改正 

（1999年施行） 
・「介護保険法」公布（2000年施行） 

・「男女共同参画社会に向けての県 

民意識調査」開始 
・日韓海峡沿岸女性団体交流支援事 

業開始（1997～2000年） 

1998 

（平成10） 
  ・「男女共同参画フォーラム」開催 

1999 

（平成11） 
 

・「男女共同参画社会基本法」公布・ 

施行 
・「食料・農業・農村基本法」公布・ 

施行（女性の参画の促進を規定） 

・長崎県女性問題懇話会を長崎県男

女共同参画懇話会に改組 
・生活環境部参事監（女性行政担当） 

を県民生活環境部参事監（男女共 

同参画担当）に改組 
・生活環境部女性行政推進室を県民

生活環境部男女共同参画室に改組 

・ラジオミニ講座「女あれこれ」を 

「With You」に改称 

・情報紙「女性ながさき」を「男女 

共同参画だより」に改称 

2000 

（平成12） 

・国連特別総会「女性2000年会 

議」開催（ニューヨーク） 
・「男女共同参画基本計画」策定 
・「ストーカー規制法」公布・施行 

・「新世紀創造フォーラム」開催 
・「長崎県男女共同参画計画」策定 
・長崎県男女共同参画推進本部設置 

2001 

（平成13） 
 

・男女共同参画会議設置 
・男女共同参画局設置 
・「配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護に関する法律（ＤＶ防

止法」）公布・施行 
・第１回男女共同参画週間 

・「男女共同参画社会に向けての県 

民意識調査」実施 
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年 世界の動き 国の動き 長崎県の動き 

2002 

（平成14） 
  

・長崎県男女共同参画推進条例制定 
・長崎県男女共同参画審議会設置 
・長崎県男女共同参画推進員設置 

2003 

（平成15） 
 

・「次世代育成支援対策推進法」 

公布・施行 
・「少子化社会対策基本法」 

公布・施行 

・「長崎県男女共同参画基本計画」 

策定 

2004 

（平成16） 
 

・「ＤＶ防止法」改正・施行（「配

偶者からの暴力」の定義の拡大、

都道府県への基本計画の策定義務

化等） 

 

2005 

（平成17） 

・第49回国連婦人の地位委員会 

（国連「北京＋10」世界閣僚 

級会合）（ニューヨーク） 

・「第２次男女共同参画基本計画」 

策定 

・長崎県男女共同参画推進センター 

開設 
・情報紙「男女共同参画だより」を 

「男女共同参画推進センターだ 

より」に改称 

2006 

（平成18） 
 

・「男女雇用機会均等法」改正 

（2007年施行）（性別による差別

禁止の範囲拡大、妊娠等を理由と

する不利益取扱いの禁止等） 

・県民生活環境部参事監(男女共同 

参画担当)を県民生活部参事監 

（男女共同参画担当）に改組 
・県民生活環境部男女共同参画室を 

県民生活部男女共同参画室に改組 

・「長崎県ＤＶ対策基本計画」策定 

・長崎県男女共同参画推進本部を 

長崎県男女共同参画推進会議に 

改組 
・「男女共同参画社会に向けての県 

民意識調査」実施 

2007 

（平成19） 
 

 

 

・「ＤＶ防止法」改正（2008年施行） 

（保護命令制度の拡充、市町村に

対する基本計画策定の努力義務

等） 

・仕事と生活の調和（ワーク・ライ 

フ・バランス）憲章及び仕事と生 

活の調和推進のための行動指針 

 

 

 

 

 

 

 

・「長崎県男女共同参画基本計画（改 

定版）」策定 
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年 世界の動き 国の動き 長崎県の動き 

2008 

（平成20） 
 

・内閣府に仕事と生活の調和推進室 

を設置 

・県民生活部男女共同参画室を県民 

生活部男女参画・県民協働課に改組 

・「長崎県子育て条例」公布・施行 
・「男女共同参画フォーラムinなが 

さき」開催 

2009 

（平成21） 
 

・「育児・介護休業法」改正（パパ・

ママ育休プラス等） 

・「男女共同参画社会に向けての県 

民意識調査」実施 
・「第２次長崎県ＤＶ対策基本計 

画」策定 

2010 

（平成22） 
 

・「第３次男女共同参画基本計画」 

策定 
・長崎県男女共同参画推進員増員 

2011 

（平成23） 

・「ジェンダー平等と女性のエ 

ンパワーメントのための国連 

機関（略称：ＵＮ Ｗｏｍｅｎ）」 

発足 

 
・「第２次長崎県男女共同参画基本 

計画」策定 

2012 

（平成24） 

 

 
 

・県民生活部男女参画・県民協働課 

を県民生活部男女共同参画室に 

改組 

・長崎県男女共同参画推進センター 

に男性相談窓口を開設 

・「第３次長崎県ＤＶ対策基本計画」 

策定 

2013 

（平成25） 
 

・日本再興戦略において成長戦略の

中核に「女性の活躍推進」を位置

づけ 

・「ストーカー行為等の規制等に 

関する法律（ストーカー規制法）」

改正（連続した電子メール送信の

規制等） 

・「ＤＶ防止法」改正（生活の本拠

を共にする交際相手からの暴力

に準用等）（2014年施行） 

 

2014 

（平成26） 

・「女性が輝く社会に向けた国 

際シンポジウム」（WAW！） 

開催 

・「日本再興戦略」改訂2014におい

て「女性の更なる活躍推進」を位

置づけ 

・女性活躍担当大臣任命 

・「すべての女性が輝く社会づく 

り本部」設置 

・「女性のチャレンジ応援プラ 

ン」策定 

・ながさき女性活躍推進フォーラム 

開催 

・「ながさき女性活躍推進会議」 

発足 

・「男女共同参画社会に向けての県 

民意識調査」実施 
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年 世界の動き 国の動き 長崎県の動き 

2015 

（平成27） 

・第59回国連婦人の地位委員会 

「北京＋20」開催 

・国連サミットにて「持続可能 

な開発のための2030アジェン 

ダ」採択 

・WAW！2015（女性が輝く社会に向 

けた国際シンポジウム）開催 

・「女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律（女性活躍推進

法）」公布・一部施行 

・「第４次男女共同参画基本計画」 

策定 

・「ウーマンズジョブほっとステー

ション」開設 

・長崎県男女共同参画推進センター

及び情報誌「長崎県男女共同参画

推進センターだより」の愛称を

「きらりあ」に決定 

2016 

（平成28） 
 

・「女性活躍推進法」全面施行 

・「育児・介護休業法」、「男女雇用

機会均等法」改正(子の看護休暇

及び介護休暇が半日単位で取得

可能、事業主におけるマタハラ防

止措置等）(2017年施行） 

・ながさき女性活躍推進フォーラム

開催 

・「第４次長崎県ＤＶ対策基本計画」

策定 

・「第３次長崎県男女共同参画基本

計画」策定 

2017 

（平成29） 
 

・「育児・介護休業法」改正（育児

休業が最長２年まで取得可能等） 

 

 

2018 

（平成30） 
 

・「政治分野における男女共同参画 

に関する法律」交付・一部施行 
・県庁舎の移転 

2019 

（令和元） 
 

・「女性活躍推進法」改正（一般事

業主行動計画策定義務の対象拡

大、情報公表の強化及びその履行

の確保、プラチナえるぼし創設等） 

・「育児・介護休業法」改正 

・「労働施策総合推進法」改正 

・「男女雇用機会均等法」改正 

・「働き方改革関連法」施行 

 

2020 

（令和２） 

・第64回国連婦人の地位委員会 

(国連「北京＋25」記念会合) 

(ニューヨーク) 

・新型コロナウイルス感染症の 

感染拡大 

・「第５次男女共同参画基本計画」

策定 

・「災害対応力を強化する女性の 

視点～男女共同参画の視点から

の防災・復興ガイドライン～」決

定 

・県民生活部男女参画・女性活躍 

推進室を県民生活環境部男女 

参画・女性活躍推進室に改組 

・「男女共同参画社会に向けての県 

民意識調査」実施 

・長崎県男女共同参画推進員の定数 

増加 

2021 

（令和３） 

 

 

 

・「政治分野における男女共同参 

画の推進に関する法律」の改正

(ハラスメント対策強化等） 

・「育児・介護休業法」改正（子の

看護、介護休暇の１時間単位取得

等） 

 

 

 

 

・「第４次長崎県男女共同参画基本 

計画」策定 

・「第５次長崎県ＤＶ対策基本計画」 

策定 
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年 世界の動き 国の動き 長崎県の動き 

2022 

（令和４） 
  

・「困難な問題を抱える女性への 

支援に関する法律（困難女性支援

法）」の公布(一部を除き2024年

施行） 

・「女性活躍推進法」改正（情報公

表項目への「男女の賃金の差異」

追加等） 

 

 

2023 

（令和５） 
 

・「ＤＶ防止法」改正（接近禁止命

令等の発令対象拡大、子への電話

等禁止命令の創設等）(一部を除

き2024年施行） 

 

 

・ウーマンズジョブほっとステーシ

ョン移転 

2024 

（令和６） 
 

・「育児・介護休業法」改正（子の

看護休暇の見直し、短時間勤務

（３歳未満）の代替措置にテレワ

ーク追加、仕事と育児の両立に関

する個別の意向聴取等） 

・「男女共同参画社会に向けての県 

民意識調査」実施 

・「子育て条例行動計画」策定 

・「困難な問題を抱える女性支援及

びＤＶ対策基本計画」策定 

2025 

（令和７） 

 

 

 

 

 

・「女性活躍推進法」改正（法の期

限延長、101人以上企業の男女間

賃金差異及び女性管理職比率の

公表義務化等） 

・「労働施策総合推進法及び男女雇

用機会均等法改正（ハラスメント

対策強化、治療と仕事の両立支援

の推進等） 

・「独立行政法人男女共同参画機構

法」公布・一部施行 

・「独立行政法人男女共同参画機構

法の施行に伴う関係法律の整備

等に関する法律」施行 

・「男女共同参画社会基本法」改正

（自治体の男女共同参画センタ

ー機能確保（努力義務）等） 

・「第６次男女共同参画基本計画」

策定 

・「第５次長崎県男女共同参画基本 

計画」策定 

 

 

2026 

（令和８） 

 

 

 

 

 

・「独立行政法人男女共同参画機構

法」全面施行 

・独立行政法人男女共同参画機構発

足 
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男女共同参画社会基本法 

平成 11 年６月 23 日 

法 律 第 7 8 号 

目次 

前文  

第一章 総則（第一条―第十二条）  

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第十三条―第二十条）  

第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十八条）  

附則  

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた

様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必

要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応してい

く上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能

力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課

題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図

っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かっ

て国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するた

め、この法律を制定する。 

 第一章 総則  

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある

社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに

国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進する

ことを目的とする。  

 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文

化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、

男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

 

 

男女共同参画社会基本法 ３ 
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（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による

差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女

の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役

割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、

男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は

慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配

慮されなければならない。 

 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体に

おける政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること

を旨として、行われなければならない。 

 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養

育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、か

つ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。 

 

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにか

んがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

 

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本

理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。

以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準

じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有

する。 

 

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、

男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。  
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（独立行政法人男女共同参画機構の役割） 

第十条の二 独立行政法人男女共同参画機構は、国、地方公共団体、男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策に関する活動を行う民間の団体その他の関係者と連携し、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の推進のための中核的な機関として積極的な役割を果たすものとする。 

 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政

上の措置その他の措置を講じなければならない。 

 

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければな

らない。  

 

 第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策  

 

（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定

めなければならない。  

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推

進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の

決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画

を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 

 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）

を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策
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を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域に

おける男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女共同

参画計画」という。）を定めるように努めなければならない。 

 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、

及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 

 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適

切な措置を講じなければならない。 

 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の

形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差

別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合におけ

る被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。 

 

（連携及び協働の促進） 

第十八条 国及び地方公共団体は、国、地方公共団体、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に

関する活動を行う民間の団体その他の関係者が相互に連携と協働を図ることにより男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の効果的な推進が図られることに鑑み、これらの者の間における協議の

促進その他の関係者相互間の連携と協働を促進するために必要な施策を講ずるように努めるものと

する。 

２ 地方公共団体は、前項の関係者相互間の連携と協働を促進するために必要な施策を推進するための

拠点（次項において「男女共同参画センター」という。）としての機能を担う体制を、単独で又は共同

して、確保するように努めるものとする。 

３ 男女共同参画センターとしての機能を担う者は、その業務を行うに当たっては、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策の効果的な推進を図るため、独立行政法人男女共同参画機構と密接に連携

するように努めるものとする。 

 

（人材の確保等） 

第十八条の二 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定及び実施に

関する業務並びに民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活動に従

事する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるように努めるものとする。 
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（調査研究） 

第十八条の三 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査

研究その他の国及び地方公共団体の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定及び実施に

資する調査研究を推進するように努めるものとする。 

 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第十九条 国は、前三条に定めるもののほか、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策及び民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活動を支援

するため、助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

 

（国際的協調のための措置） 

第二十条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関と

の情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必

要な措置を講ずるように努めるものとする。 

 

 第三章 男女共同参画会議  

 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。  

 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成

の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係

各大臣に対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施

策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及

び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

 

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。 

 

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

 

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 
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一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。 

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分

の四未満であってはならない。 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

 

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。 

 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に

対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求める

ことができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の

者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 （政令への委任） 第二十八条 この章に定め

るもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。  

附 則 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。 

 

（経過措置） 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）第一

条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一項の規定により置かれた審議会とな

り、同一性をもって存続するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定により任命された男女共同参画審議

会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規定により、審議会の委員として

任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第

二項の規定にかかわらず、同日における旧審議会設置法第四条第二項の規定により任命された男女共

同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定により定められた男女共同参画審議

会の会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の施

行の日に、第二十四条第一項の規定により審議会の会長として定められ、又は同条第三項の規定によ

り審議会の会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。  
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附 則 （平成十一年七月十六日法律第百二号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 

公布の日 

 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員そ

の他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を

定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。 

一から十まで 略 

十一 男女共同参画審議会  

 

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、

別に法律で定める。  

 

附 則 （平成十一年十二月二十二日法律第百六十号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附

則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三

百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 

 

附 則 （令和七年六月二七日法律第八〇号） 

（施行期日） 

１ この法律は、独立行政法人男女共同参画機構法（令和七年法律第七十九号）の施行の日から施行す

る。ただし、第一条及び次項の規定は、公布の日から施行する。 

（施行の日＝令和八年四月一日） 

 

（政令への委任） 

２ この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 
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長崎県男女共同参画推進条例 

平成 14 年３月 27 日 

長崎県条例第 10 号 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第６条） 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策等（第７条―第 16条） 

第３章 男女共同参画を阻害する行為の制限（第 17条―第 19条） 

第４章 長崎県男女共同参画審議会（第 20条） 

第５章 雑則（第 21条） 

附則 

 

男性と女性のお互いの基本的人権が尊重され、性別にかかわりなく、個性と能力を十分に発揮できる

男女共同参画社会の実現は、21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置づけられている。 

少子高齢化の進展が著しい長崎県においては、課題達成はより緊急なものとなっているが、現状では、

性別による固定的な役割分担意識やこれに基づく社会における制度又は慣行は依然として存在し、政策

及び方針の決定過程への女性の参画は未だ不十分と言わざるを得ない状況にある。 

長崎県民が、その地域性や県民性を活かし、社会経済情勢の変化に柔軟に対応しながら、生きがいと

責任を持って暮らす活力ある豊かな社会を形成していくためには、家庭、職場、学校、地域その他の社

会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の実現を目指し、県、市町村、県民及び事業者が協働して男女共同参画の

推進に取り組むため、この条例を制定する。 

 

 第１章 総則  

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務を明ら

かにするとともに、県の施策について必要な事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計

画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。 

  

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野

における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、社会的、経済的及び文化的

利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 

(２) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内にお

いて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

(３) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方の就業環境その他の生活環境を害し、

又は性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与えることをいう。 

長崎県男女共同参画推進条例 ４ 
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（基本理念） 

第３条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が性別による差別

的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人

権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

２ 男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定的な役割分担意識に基づく社会における制度又

は慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼさないように配慮されなければ

ならない。 

３ 男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、県における政策又は民間の団体にお

ける方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければなら

ない。 

４ 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、家族の

介護その他の家庭生活における活動と当該活動以外の活動とを両立できるようにすることを旨とし

て、行われなければならない。 

５ 男女共同参画の推進に向けた取組が国際社会における取組と密接な関係を有していることから、男

女共同参画の推進は、国際的協調の下に行われなければならない。 

 

（県の責務） 

第４条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画の推進に

関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、これを実施するものとする。 

２ 県は、男女共同参画の推進に関する施策の実施に当たっては、市町村、県民及び事業者と協働して

取り組むものとする。 

３ 県は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に企画し、調整し、及び推進するために必要な体

制及び機能を整備するとともに、財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとする。 

 

（県民の責務） 

第５条 県民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、

男女共同参画の推進に積極的に努めるとともに、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協

力するように努めなければならない。 

 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、男女共同参画の推進に積極的に努める

とともに、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するように努めなければならない。 

２ 事業者は、その雇用する男女について、雇用上の均等な機会及び待遇を確保するとともに、職業生

活における活動と家庭及び地域生活における活動とを両立して行うことができる職場環境を整備す

るように努めなければならない。 
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 第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策等  

（基本計画の策定） 

第７条 知事は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画

の推進に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定するものとする。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(１) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進に関する施策の大綱 

(２) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

めに必要な事項 

３ 知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ県民の意見を聴き、長崎県男女共同参画審

議会に諮問するとともに、議会の議決を経なければならない。 

４ 知事は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。 

５ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

 

（積極的改善措置への協力等） 

第８条 県は、市町村、県民及び事業者が積極的改善措置を講ずるために必要な情報の提供、相談、助

言その他の協力を行うものとする。 

２ 県は、その附属機関等における委員を任命し、又は委嘱する場合にあっては、積極的改善措置を講

ずることにより、できる限り男女の均衡を図るものとする。 

 

（男女の職業生活と家庭及び地域生活の両立の支援） 

第９条 県は、男女が共に職業生活における活動と家庭及び地域生活における活動とを両立することが

できるように支援するものとする。 

 

（農林水産業及び商工業等自営業の分野における環境整備） 

第 10 条 県は、農林水産業及び商工業等自営業の分野において、男女がその能力を十分に発揮し、適

正な評価を受け、対等な構成員として方針の立案及び決定の場に参画する機会が確保されるため必要

な環境整備に努めるものとする。 

 

（民間活動への支援） 

第 11 条 県は、民間の団体が行う男女共同参画の推進に関する活動に対し、情報の提供その他の必要

な支援を行うものとする。 

 

（男女共同参画に関する教育及び普及啓発並びに人材養成） 

第 12 条 県は、広報活動の充実を図り、男女共同参画に関する県民及び事業者の理解を深めるととも

に、学校教育その他あらゆる分野の教育において、男女共同参画の視点に立った教育を行う等男女共

同参画を推進するための措置を講ずるように努めるものとする。 

２ 県は、前項に規定する教育及び普及啓発等男女共同参画を推進するための人材を養成するものとす

る。 
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（相談等の処理） 

第 13 条 知事は、性別による差別的取扱いその他男女共同参画の推進を阻害する要因による人権の侵

害に関し、県民から相談があった場合は、これを関係機関と連携し適切に処理するものとする。 

２ 知事は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと

認められる施策について、県民又は事業者から苦情の申し出があった場合は、これを適切に処理する

ものとする。 

３ 知事は、前項の場合において、必要があると認めるときは、長崎県男女共同参画審議会の意見を聴

くことができるものとする。 

 

（調査研究） 

第 14 条 県は、男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な事項及び男女共同参画の推進を阻害

する問題についての調査研究を行うものとする。 

 

（事業者への協力依頼） 

第 15 条 県は、男女共同参画の推進に当たり必要があると認められる場合には、事業者に対して、雇

用その他の事業活動における男女共同参画の実態を把握するための調査について、協力を求めること

ができるものとする。 

 

（年次報告） 

第 16 条 知事は、毎年、男女共同参画の状況及び基本計画に基づく施策の実施状況を明らかにする報

告書を作成し、これを公表するものとする。 

 

 第３章 男女共同参画を阻害する行為の制限  

（性別による権利侵害の禁止） 

第 17条 何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。 

２ 何人も、あらゆる場において、セクシュアル・ハラスメントに該当する行為を行ってはならない。 

３ 家庭内等において、配偶者等に対して身体的又は精神的な苦痛を著しく与える暴力的行為を行って

はならない。 

 

（性別による権利侵害があった場合の措置） 

第 18 条 県は、前条の規定に違反する行為があったと認められる場合は、当該行為をした者に対し、

差別的取扱いの改善その他必要な措置を講ずるように指導を行うことができるものとする。 

２ 県は、前条の規定に違反する行為があったと認められるときは、当該行為の被害者を救済するため

に必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

 

（公衆に表示する情報に係る制限） 

第 19 条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担意識を助長するような

表現その他の男女共同参画の推進を阻害するおそれのある表現を行わないように努めなければなら

ない。 
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 第４章 長崎県男女共同参画審議会  

（長崎県男女共同参画審議会） 

第 20 条 男女共同参画の推進に関する重要事項について、知事の諮問に応じて調査審議するため、長

崎県男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、前項の規定による調査審議のほか、男女共同参画に関する事項について、知事に意見を

述べることができる。 

３ 審議会は、委員 20人以内で組織する。 

４ 委員は、男女共同参画の推進に関して識見を有する者のうちから知事が任命する。 

５ 男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の 10分の４未満であってはならない。 

６ 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

７ 委員は、再任されることができる。 

８ 第２項から前項までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が別に

定めるものとする。 

 

 第５章 雑則  

（規則への委任） 

第 21 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとす

る。 

 

附 則 

この条例は、平成 14年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 15年条例第 59号）抄 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、同日以降に策定される計画について適用する。 
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長崎県男女共同参画推進条例 

平成 27 年９月４日 

法 律 第 6 4 号 

目次 

第一章 総則（第一条―第四条） 

第二章 基本方針等（第五条・第六条） 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針（第七条） 

第二節 一般事業主行動計画等（第八条―第十八条） 

第三節 特定事業主行動計画（第十九条） 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表（第二十条・第二十一条） 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置（第二十二条―第二十九条） 

第五章 雑則（第三十条―第三十三条） 

第六章 罰則（第三十四条―第三十九条） 

附則 

 第一章 総則  

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と

能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における活躍」という。）

が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十八号）の基本

理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地

方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性

の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活に

おける活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進

展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現するこ

とを目的とする。 

 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏

まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、

職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、

性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対し

て及ぼす影響に配慮し、併せて、女性の健康上の特性に留意して、その個性と能力が十分に発揮でき

るようにすることを旨として、行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その

他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事

由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会

の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に

果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生

活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 ５ 
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３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本

人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則

（次条及び第五条第一項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業生活における活躍の

推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業

生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境

の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるととも

に、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力しなけれ

ばならない。 

 

 第二章 基本方針等  

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ

一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方針」と

いう。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 

ハ 職場において行われる就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な

措置に関する事項 

ニ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなけ

ればならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活

躍の推進に関する施策についての計画（以下この条において「都道府県推進計画」という。）を定める

よう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画）

を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策について

の計画（次項において「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 
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３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。 

 

 第三章 事業主行動計画等  

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第一項に規定

する一般事業主行動計画及び第十九条第一項に規定する特定事業主行動計画（次項において「事業主

行動計画」と総称する。）の策定に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」という。）を定めな

ければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針となるべきも

のを定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

第二節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時雇用する労働

者の数が百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画（一般事業主

が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。）を定

め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更した

ときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生

労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の

差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業におけ

る女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するため

に改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この

場合において、前項第二号の目標については、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継

続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その

他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令

で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令

で定めるところにより、これを公表しなければならない。 
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６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業

主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即

して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよ

う努めなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場

合について、第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、

又は変更した場合について、それぞれ準用する。 

   

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づ

き、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める

基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般事業主」という。）は、商品、役務の提供の用

に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定める

もの（次項及び第十四条第一項において「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める表示を付するこ

とができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付し

てはならない。 

 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条の認定を

取り消すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、

当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該事業主の策定し

た一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を達成した

こと、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百

十三号）第十三条第一項の規定に基づき講じている措置に関する情報を公表していること、同法第十

九条に規定する業務を担当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律（平成三年法律第七十六号）第二十九条に規定する業務を担当する者を選任していること、

当該女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なものであることそ

の他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 
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（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認定一般事業主」という。）については、第八条

第一項及び第七項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなければならない。 

 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。 

 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条の

認定を取り消すことができる。 

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。 

 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇用する労働者

の数が三百人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該承認中小事業主団体を

して女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせよ

うとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法

（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事

業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特

別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社

団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当するもの

に限る。）のうち、その構成員である中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、

厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承

認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、

同項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定める

ところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で

定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の

三第一項及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第二項、

第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条

の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同
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項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第

三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、そ

れぞれ準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」と

あるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十六条第四項の規定による届出をして

労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止

を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条第二項

中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者

以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」とある

のは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第十六条第

四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報告を求

めることができる。 

   

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事

業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該

募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとす

る。 

   

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとする一

般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働

者への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その

他の援助の実施に努めるものとする。 

 

第三節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定

事業主」という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行

動計画（特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。

以下この条において同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又はその変更（内閣府令で定める軽微な変更を除く。）

をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男

女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の

その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活にお

ける活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定め

なければならない。この場合において、前項第二号の目標については、採用する職員に占める女性職

員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性

職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 
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４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又はその変更（前項の内閣府令で定める軽微な変更を

除く。）をしたときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又はその変更をしたときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなけ

ればならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定め

られた目標を達成するよう努めなければならない。 

   

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主（常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものに限

る。）は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に

資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表

しなければならない。 

一 その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異 

二 その雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合 

三 前二号に掲げるもののほか、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活

に関する機会の提供に関する実績 

四 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績２ 

第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、

又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍

に関する前項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表するよう努めなけれ

ばならない。 

２ 第八条第一項に規定する一般事業主（前項に規定する一般事業主を除く。）は、厚生労働省令で定

めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業にお

ける女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。 

一 前項第一号及び第二号に掲げる情報 

二 前項第三号に掲げる情報又は同項第四号に掲げる情報の少なくともいずれか一方 

３ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又

は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関

する第一項各号に掲げる情報のうち少なくとも一の情報を定期的に公表するよう努めなければなら

ない。 

 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性

の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げ

る情報を定期的に公表しなければならない。 

一 その任用する職員の男女の給与の額の差異 

二 その任用する管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

三 前二号に掲げるもののほか、その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する

機会の提供に関する実績 
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四 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績   

 

 第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置  

（職業指導等の措置等） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創

業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業生活

を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その

他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することができ

るものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、

当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（財政上の措置等） 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するために

必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

   

（国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金

融公庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。）の役務又は

物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例認定一般事業主その他の

女性の職業生活における活躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の

実施の状況が優良な一般事業主（次項において「認定一般事業主等」という。）の受注の機会の増大そ

の他の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を

実施するように努めるものとする。 

   

（啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理解

を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外における女

性の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

 

（協議会） 

第二十七条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務及び

事業を行う国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）は、第二十二条第

一項の規定により国が講ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事

例その他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用することにより、当該区域におい
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て女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、

関係機関により構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第二十二条第三項の規定による

事務の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として

加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）が相互の連

絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携

の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組につ

いて協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表

しなければならない。 

 

（秘密保持義務） 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議

会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

   

（協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

 

 第五章 雑則  

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第八条第一項に規定す

る一般事業主又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である同条第七項に規定する一般事

業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 

 

（公表） 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項若しくは第二項の規定による公表をせず、若しくは虚偽

の公表をした第八条第一項に規定する一般事業主又は第二十条第三項に規定する情報に関し虚偽の

公表をした認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である第八条第七項に規定する一般事業主

に対し、前条の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わなかったとき

は、その旨を公表することができる。 

   

（権限の委任） 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十五条、第十六条、第三十条及び前条に規定す

る厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任

することができる。 



89 

 

（政令への委任） 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

   

 第六章 罰則  

第三十四条 第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止

の命令に違反して、労働者の募集に従事したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又

は百万円以下の罰金に処する。 

 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者 

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者 

  

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又

は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事したとき。 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかっ

たとき。 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反したとき。 

 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金

に処する。 

一 第十条第二項（第十四条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反したとき。 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽

の報告をしたとき。 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査

を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の

陳述をしたとき。 

四 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らし

たとき。     

 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人

の業務に関し、第三十四条、第三十六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ

の法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処

する。 

   

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章（第七条を除く。）、第五章（第二十八条

を除く。）及び第六章（第三十条を除く。）の規定並びに附則第五条の規定は、平成二十八年四月一日
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から施行する。 

 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、令和十八年三月三十一日限り、その効力を失う。 

２ 第二十二条第三項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘

密については、同条第四項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に規

定する日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第二十八条の規定

（同条に係る罰則を含む。）は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を

有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわ

らず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

   

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、

政令で定める。 

 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必

要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講

ずるものとする。 

 

附 則〔平成二九年三月三一日法律第一四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公布

の日 

二・三 〔略〕 

四 〔前略〕附則第二十一条、第二十二条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の規定並

びに附則第三十三条（次号に掲げる規定を除く。）の規定 平成三十年一月一日 

五 〔略〕 

 

（罰則に関する経過措置） 

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に

対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 
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附 則〔令和元年六月五日法律第二四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

〔令和元年一二月政令一七四号により、令和二・六・一から施行〕 

一 〔前略〕附則第六条の規定 公布の日 

二 第二条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 

〔令和元年一二月政令一七四号により、令和四・四・一から施行〕 

 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行

の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるも

のとする。 

 

附 則 〔令和四年三月三一日法律第一二号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一 第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二条の十一第一項の改正規定並びに附則第二十八条の

規定 公布の日 

二 略 

三 第一条中雇用保険法第十条の四第二項及び第五十八条第一項の改正規定、第二条の規定（第一号に

掲げる改正規定並びに職業安定法の目次の改正規定（「第四十八条」を「第四十七条の三」に改める部

分に限る。）、同法第五条の二第一項の改正規定及び同法第四章中第四十八条の前に一条を加える改正

規定を除く。）並びに第三条の規定（職業能力開発促進法第十条の三第一号の改正規定、同条に一項を

加える改正規定、同法第十五条の二第一項の改正規定及び同法第十八条に一項を加える改正規定を除

く。）並びに次条並びに附則第五条、第六条及び第十条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法

第十条第十項の改正規定、附則第十四条中青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和四十五年法律第

九十八号）第四条第二項及び第十八条の改正規定並びに同法第三十三条の改正規定（「、第十一条中

「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、

「職業安定法第五条の五第一項」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と」を削る部分を除

く。）並びに附則第十五条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条及び第二十七条の規定 令和

四年十月一日 
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（政令への委任） 

第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

 

附 則 〔令和四年六月一七日法律第六八号抄〕 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。（施行日＝令和七年六月一日） 

一 第五百九条の規定 公布の日 

 

附 則 〔令和七年六月一一日法律第六三号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第一条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

第四条に一項を加える改正規定及び同法第三十八条第一項の改正規定（「及び第二項」を「、第二項及

び第四項」に改める部分に限る。）、第三条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等

に関する法律附則第二項（見出しを含む。）の改正規定（「令和八年三月三十一日」を「令和十八年三

月三十一日」に改める部分に限る。）並びに第四条中女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律第二条第一項の改正規定、同法第五条第二項第三号の改正規定及び同法附則第二条第一項の改正規

定並びに次条並びに附則第三条、第七条、第八条の二及び第十六条の規定 公布の日 

二 第一条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）及び第四条の規定（同号に掲げる改正規定及び女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律第十二条の改正規定を除く。）並びに附則第六条の規定

及び附則第十三条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和

六十年法律第八十八号）第四十七条の四の改正規定（「昭和四十一年法律第百三十二号）」の下に「第

二十七条の三第一項、」を加える部分に限る。） 令和八年四月一日 

 

（女性の職業選択に資する情報の公表に関する経過措置） 

第六条 第四条の規定（附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。）による改正後の女性の職業生活

における活躍の推進に関する法律第二十条第一項及び第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日

以後に終了する事業年度の翌事業年度において行われる同条第一項及び第二項の規定による情報の

公表から適用する。 

 

（政令への委任） 

第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

 

（検討） 

第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの

法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要

の措置を講ずるものとする。 

 

第八条の二 政府は、特定受託事業者（特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（令和五年

法律第二十五号）第二条第一項に規定する特定受託事業者をいう。以下この条において同じ。）が受け
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た業務委託（同法第二条第三項に規定する業務委託をいう。）に係る業務において行われる顧客、取引

の相手方、施設の利用者その他の当該業務に関係を有する者の言動であって、当該特定受託事業者に

係る特定受託業務従事者（同条第二項に規定する特定受託業務従事者をいう。以下この条において同

じ。）が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより

当該特定受託業務従事者の就業環境が害されることのないようにするための施策について検討を加

え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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長崎県男女共同参画推進条例 

平成 30 年５月 23 日 

法 律 第 2 8 号 

（目的）  

第一条 この法律は、社会の対等な構成員である男女が公選による公職又は内閣総理大臣その他の国務

大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官若しくは大臣補佐官若しくは副知

事若しくは副市町村長の職（次条において「公選による公職等」という。）にある者として国又は地方

公共団体における政策の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること（以下「政治分野に

おける男女共同参画」という。）が、その立案及び決定において多様な国民の意見が的確に反映される

ために一層重要となることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十八号）の基本理

念にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進について、その基本原則を定め、並びに国及び

地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、政治分野における男女共同参画の推進に関する施策

の基本となる事項を定めることにより、政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、

もって男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与することを目的とする。 

 

（基本原則） 

第二条 政治分野における男女共同参画の推進は、衆議院議員、参議院議員及び地方公共団体の議会の

議員の選挙において、政党その他の政治団体の候補者の選定の自由、候補者の立候補の自由その他の

政治活動の自由を確保しつつ、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指して行われるも

のとする。 

２ 政治分野における男女共同参画の推進は、自らの意思によって公選による公職等としての活動に参

画し、又は参画しようとする者に対するこれらの者の間における交流の機会の積極的な提供及びその

活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した社会における制度又は慣行が政治分野

における男女共同参画の推進に対して及ぼす影響に配慮して、男女が、その性別にかかわりなく、そ

の個性と能力を十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。 

３ 政治分野における男女共同参画の推進は、男女が、その性別にかかわりなく、相互の協力と社会の

支援の下に、公選による公職等としての活動と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となること

を旨として、行われなければならない。 

４ 政治分野における男女共同参画の推進は、政党その他の政治団体が自主的に取り組むほか、衆議院、

参議院及び地方公共団体の議会並びに内閣府、総務省その他の関係行政機関等が適切な役割分担の下

でそれぞれ積極的に取り組むことにより、行われるものとする。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める政治分野における男女共同参画の推進についての基本原

則（次条において単に「基本原則」という。）にのっとり、政党その他の政治団体の政治活動の自由及

び選挙の公正を確保しつつ、政治分野における男女共同参画の推進に関して必要な施策を策定し、及

びこれを実施する責務を有する。 

 

   

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 ６ 
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（政党その他の政治団体の努力） 

第四条 政党その他の政治団体は、基本原則にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進に関し、

当該政党その他の政治団体に所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数に係る目標の設定、当該政

党その他の政治団体に所属する公職の候補者の選定方法の改善、公職の候補者となるにふさわしい能

力を有する人材の育成、当該政党その他の政治団体に所属する公選による公職等にある者及び公職の

候補者についての性的な言動、妊娠又は出産に関する言動等に起因する問題の発生の防止及び適切な

解決その他の事項について、自主的に取り組むよう努めるものとする。 

 

（法制上の措置等） 

第五条 国は、政治分野における男女共同参画の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財

政上の措置その他の措置を講ずるものとする。 

 

（実態の調査及び情報の収集等） 

第六条 国は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組に資するよう、その推進に当たって

障壁となるような社会における制度、慣行、観念その他一切のもの（次項において「社会的障壁」と

いう。）及び国内外における当該取組の状況について、実態の調査並びに情報の収集、整理、分析及び

提供（同項及び第十一条において「実態の調査及び情報の収集等」という。）を行うものとする。 

２ 地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組に資するよう、当該地方公共

団体における社会的障壁及び当該取組の状況について、実態の調査及び情報の収集等を行うよう努め

るものとする。 

 

（啓発活動） 

第七条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進について、国民の関心と理解を

深めるとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

 

（環境整備） 

第八条 国及び地方公共団体は、議会における欠席事由の拡大をはじめとする公選による公職等として

の活動と妊娠、出産、育児、介護等の家庭生活との円滑かつ継続的な両立を支援するための体制の整

備その他の政治分野における男女共同参画の推進に関する取組を積極的に進めることができる環境

の整備を行うものとする。 

 

（性的な言動等に起因する問題への対応） 

第九条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に資するよう、公選による公職

等にある者及び公職の候補者について、性的な言動、妊娠又は出産に関する言動等に起因する問題の

発生の防止を図るとともに、当該問題の適切な解決を図るため、当該問題の発生の防止に資する研修

の実施、当該問題に係る相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

 

（人材の育成等） 

第十条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画が推進されるよう、議会における審議
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を体験する機会の提供、公選による公職等としての活動に対する関心を深めこれに必要な知見を提供

する講演会等の開催の推進その他の人材の育成及び活用に資する施策を講ずるものとする。 

 

（その他の施策） 

第十一条 国及び地方公共団体は、第七条から前条までに定めるもののほか、第六条の規定による実態

の調査及び情報の収集等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、政治分野における男女共同参

画の推進のために必要な施策を講ずるものとする。 

 

附 則 

この法律は、公布の日から施行する。 

 

附 則（令和三年六月一六日法律第六七号） 

この法律は、公布の日から施行する。 
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長崎県男女共同参画推進会議設置要綱 

 

（目的）  

第１条 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な推進を図るため、長崎県男女

共同参画推進会議（以下「推進会議」という。） を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。 

  (1)長崎県男女共同参画基本計画の策定・推進に関すること。  

(2)男女共同参画社会の形成に関する総合的な施策の策定及び推進に関すること。 

 

（組織） 

第３条 推進会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。 

２  議長は、知事をもって充てる。 

３  副議長は、副知事をもって充てる。 

４  委員は、別表１の関係部局長をもって充てる。 

   

（議長等の職務） 

第４条 議長は、推進会議を統括する。 

  ２ 副議長は、議長を補佐するとともに、議長に事故があるとき、または議長が欠けたとき等は、そ

の職を代理する。 

  ３  推進会議は、必要に応じ、議長が招集する。 

  ４  議長は、必要と認めるときは、推進会議に委員以外の者を出席させることができる。 

 

（幹事会等） 

第５条 所掌事務を処理するため、幹事会を置くほか、幹事会に付議する事案について調査・検討させ

るため、必要に応じてワーキンググループを置く。 

２ 幹事会は、代表幹事及び幹事をもって組織する。 

３ 代表幹事は、県民生活環境部長をもって充てる。 

４ 幹事は、別表１の各部局主管課長をもって充てる。 

５ 幹事会は、代表幹事が主宰する。 

６ 代表幹事は、必要と認めるときは、幹事会に幹事以外の者を出席させることができる。なお、議 

題により幹事会出席者を調整する。 

 

（庶務） 

第６条 推進会議の庶務は、県民生活環境部男女参画・女性活躍推進室において処理する。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等に関して必要な事項は、議長が定める。 

 

長崎県男女共同参画推進会議設置要綱 ７ ７ 
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附 則 

この要綱は、平成１２年４月３日から施行する。 

 

 

秘書・広報戦略部 

企画部 

総務部 

危機管理部 

地域振興部 

文化観光国際部 

県民生活環境部 

福祉保健部 

こども政策局 

産業労働部 

水産部 

農林部 

土木部 

出納局 

監査事務局 

人事委員会事務局 

労働委員会事務局 

議会事務局 

交通局 

教育庁 

警察本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１ （第３条、第５条関係） 
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長崎県男女共同参画審議会要綱 

 

（目的）  

第１条 長崎県の男女共同参画推進条例（平成１４年長崎県条例第１０号）第２０条 第８項に基づき、

長崎県男女共同参画審議会（以下「審議会」という）の組織及び運営について必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（委員） 

第２条 委員は次に掲げる者のうちから知事が任命する。 

（１）学識経験を有する者 

（２）事業者の代表 

（３）関係女性団体の代表 

（４）関係行政機関の職員 

（５）公募に応じた者 

 

（会長） 

第３条 審議会に会長を置き、会長は委員のうちから互選する。 

２ 会長は審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。   

   

（会議） 

第４条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことが出来ない。 

３ 審議会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（部会） 

第５条 審議会に苦情処理及びその他の問題を処理するため、部会を設置することができる。 

２ 部会は、会長が指名する委員５人以内で組織する。 

３ 部会に部会長を置き、部会長は、委員の互選とする。 

４ 部会の会議については、前条の規定を準用する。 

５ 部会長は、部会の会議の経過及び結果を会長に報告するものとする。 

 

（会議の公開） 

第６条 審議会は、公開とする。 

 

 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、県民生活環境部男女参画・女性活躍推進室において処理する。 

 

 

長崎県男女共同参画審議会要綱 ８ 
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附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

 

（長崎県男女共同参画懇話会設置要綱の廃止） 

 長崎県男女共同参画懇話会設置要綱は、廃止する。 

  

平成２４年４月１日一部改正 

 平成２８年４月１日一部改正 

 令和２年４月１日一部改正 
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〇設立：平成 26年 12月 22日（ながさき女性活躍推進フォーラムにおいて発足） 

〇目的：官民一体で女性の社会進出の促進を図り、その個性と能力をより発揮する社会づくりを

推進することで、女性の活躍の場を広げ、地域経済の活性化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体名 名 称 所 在 地 電話／ＦＡＸ 

長崎県 
男女共同参画推進センター 

「きらりあ」 

〒850-8570     

長崎市尾上町 3-1 長崎県庁 2階 

095-822-4729 

095-822-4739 

長崎市 
男女共同参画推進センター 

「アマランス」 

〒850-0874    

長崎市魚の町 5-1 市民会館１階 

095-826-0018 

095-826-2244 

佐世保市 
男女共同参画推進センター 

「スピカ」 

〒857-0863 

佐世保市三浦町 2-3 ｱﾙｶｽ SASEBO 2階 

0956-23-3828 

0956-23-3880 

諫早市 
男女共同参画推進センター 

「ひと・ひと」 

〒854-0016 

諫早市高城町 5-25 高城会館 2階 

0957-24-1580 

0957-22-9145 

大村市 
男女共同参画推進センター 

｢ハートパル」 

〒856-0832 

大村市本町 458番地 2  

プラットおおむら 4階 

0957-54-8715 

0957-54-8700 

雲仙市 男女共同参画センター 
〒859-1107 

雲仙市吾妻町牛口名 714 

0957-47-7805 

0957-38-2755 

県内の男女共同参画推進センター一覧 ９ 
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長崎県 県民生活環境部 男女参画・女性活躍推進室

〒850-8570 長崎市尾上町３番１号
電話：095-822-4729 FAX：095-822-4739
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